
早戸ポンプ所及び早戸調整池更新基本設計業務委託

福山市赤坂町地内

更新基本設計業務
　早戸ポンプ所　　　計画給水量　18,000m3/日
　早戸調整池　　　　有効容量　　 1,748m3

測量業務
　現地測量　　　　　A＝0.004㎞2
　縦断測量　　　　　L＝1.69㎞
　横断測量　　　　　L＝0.05㎞
　4級基準点測量　　 N＝3点

令和7年4月度(改訂2)

　4級水準測量　　　 L＝0.6㎞

補正無し

補正無し

名 称

場 所

金 額 円設 計 金 額

設

計

概

要

単価年度

施工地域区分

週休2日補正

設 計 書
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福山市上下水道局

業務委託費 式      1

消費税相当額 式      1

測量業務価格 式      1

業務委託価格計 式      1

金 額 摘 要

設計業務価格 式      1

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価

業 務 委 託 価 格 内 訳 書



直接原価 式

単位 数  量 単 価

     1

直接人件費 式      1

直接経費 式      1

旅費交通費 式      1

旅費・交通費
式      1

第8号明細表

電子成果品作成費 式      1

間接原価 式      1

その他原価 式      1

業務原価 式      1

一般管理費等 式      1

設計委託
費 目 工 種 種 別 細別／規格 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局
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業 務 委 託 料 内 訳 書



業務委託価格 式      1

設計委託
費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局
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業 務 委 託 料 内 訳 書



協議・調査 式         1

設計協議 式         1

第1号明細表

現地調査 式         1

第2号明細表

収集・整理 式         1

既存資料収集・整理 式         1

第3号明細表

早戸ポンプ所更新基本設計 式         1 計画給水量 18,000m3/日

ポンプ施設 式         1

第4号明細表

塩素注入施設 式         1

第5号明細表

場内配管 式         1

第6号明細表

早戸調整池更新基本設計 式         1 容量 1,748m3

設計委託
費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局
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直 接 業 務 費 内 訳 書



RC場内配管

対象容量1,501m3～2,000m3

式         1

第7号明細表

直接業務費計

設計委託
費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局
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直 接 業 務 費 内 訳 書



直接測量費

直接測量費 式      1

測量設計

直接経費 式      1

その他 式      1

電子成果品作成費
式      1

第13号明細表

技術管理費 式      1

精度管理費 式      1

精度管理費
式      1

第14号明細表

諸経費 式      1

測量作業費

費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要
工種:

福山市上下水道局
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測 量 業 務 費 内 訳 書



測量業務価格

測量設計
費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局
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測 量 業 務 費 内 訳 書



測量調査 式         1

現地測量

縮尺1/200　A=0.004㎞2

平地・耕地、原野・丘陵地 式         1

第9号明細表

路線測量 式         1

第10号明細表

第12号明細表

4級基準点測量

新点35点永久標識設置なし　伐採なし

平地・耕地、原野・丘陵地 式         1

4級水準測量
道路上
耕地・平地 式         1

直接測量費計

測量設計
費 目 工 種 種 別 細別／規格 単位 数  量 単 価 金 額 摘 要

工種:

福山市上下水道局

第11号明細表
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直 接 測 量 費 内 訳 書



雑

設計協議・ポンプ場設計
基本設計
土木、建築、機械、電気 業務         1

第1号明細表

合      計 式         1
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価 摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

土木、建築、機械、電気
金 額

設計協議 1式当り明細表



第2号明細表

雑

現地調査(基本設計)

土木設計 建築設計 機械設計　電気設計

回
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

土木、建築、機械、電気
金 額

現地調査 1式当り明細表



        1

合      計 式         1

第3号明細表
土木、建築、機械、電気
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名 称 規 格 単位 数 量

既存資料収集・整理

単 価 金 額 雑 摘 要

種別：

形状：

備考：

業務

福山市上下水道局

既存資料収集・整理 1式当り明細表



摘 要

基本条件の確認 業務         1

建築、機械、電気

配置計画の検討 業務         1

施設計画 業務         1

段階的水運用の検討 業務         1

施工方法比較検討 業務         1

第4号明細表

金 額 雑

基本設計図書作成 業務         1

名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

審査

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局
- 12 -

業務         1

ポンプ施設 1式当り明細表



基本条件の確認 業務         1

配置計画の検討 業務         1

施設計画 業務         1

段階的水運用の検討 業務         1

施工方法比較検討 業務         1

第5号明細表

基本設計図書作成 業務         1

審査 業務         1
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

建築、機械、電気
金 額 雑

塩素注入施設 1式当り明細表



基本条件の確認 業務         1

配置計画の検討 業務         1

施設計画 業務         1

段階的水運用の検討 業務         1

施工方法比較検討 業務         1

基本設計図書作成 業務         1

業務         1

合      計 式         1

第6号明細表
土木
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名 称 規 格 単位 数 量

審査

単 価 金 額 雑 摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

場内配管 1式当り明細表



基本条件の確認 業務         1

対象容量1,501m3～2,000m3

摘 要

段階定期水運用の検討 業務         1

施工方法比較検討 業務         1

基本設計図書作成 業務         1

        1

第7号明細表

金 額 雑

審査 業務         1
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

RC場内配管 1式当り明細表



第8号明細表

旅費・交通費 式         1
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

金 額 雑

旅費・交通費 1式当り明細表



作業計画
現地測量
平地・耕地、原野・丘陵地 業務         1

第9号明細表

雑

現地測量
縮尺1/200　A=0.004㎞2
平地・耕地、原野・丘陵地 式         1
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

縮尺1/200　A=0.004㎞2
平地・耕地、原野・丘陵地
ポンプ所　調整池

金 額

現地測量 1式当り明細表



作業計画
路線測量

業務         1

縦断測量 耕地・丘陵地　1000台未満 km         1.69

横断測量
原野・丘陵地　1000台未満
曲線数0　測量幅45m未満　測点間隔20m km         0.05

名 称 規 格 単位 数 量

合      計 式         1

種別：

形状：

備考：

第10号明細表

単 価 金 額 雑 摘 要

- 18 -
福山市上下水道局

路線測量 1式当り明細表



新点35点永久標識設置なし　伐採なし

平地・耕地、原野・丘陵地
ポンプ所　調整池

摘 要

第11号明細表

金 額 雑

4級基準点測量 点         3
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名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

4級基準点測量 1式当り明細表



4級水準測量
道路上
耕地・平地 km         0.6

名 称 規 格 単位 数 量

合      計 式         1

種別：

形状：

備考：

第12号明細表
道路上
耕地・平地

単 価 金 額 雑 摘 要
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福山市上下水道局

4級水準測量 1式当り明細表



摘 要

第13号明細表

金 額 雑

電子成果品作成費 式         1

名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

福山市上下水道局
- 21 -

種別：

形状：

備考：

電子成果品作成費 1式当り明細表



精度管理費
現地測量

式         1

縦断測量
式         1

横断測量
式         1

精度管理費

4級基準点測量
式         1

精度管理費

第14号明細表

雑

精度管理費
４級水準測量

式         1

精度管理費

- 22 -

名 称 規 格 単位 数 量 単 価

合      計 式         1

摘 要

種別：

形状：

備考：

福山市上下水道局

金 額

精度管理費 1式当り明細表
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業 務 委 託 仕 様 書 

早戸ポンプ所及び早戸調整池更新基本設計業務委託 

1 総則 

1.1 適用 

業務委託仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、業務の目的に係る設計、調査及び計画（以下、「業

務」という。）の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

設計書、図面及び本仕様書（以下これら 3 点を「設計図書」という。）は、相互に補完し合うものと

し、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。 

 

1.2 業務の目的 

福山市上下水道局（以下、「局」という。）早戸ポンプ所及び早戸調整池において、災害に強く豊富低

廉な水道水の供給を行う水道施設の基本条件の確認、配置計画検討、施設計画、水理検討、施工方法の

検討を行い、施設の基本的構造等の決定を行うとともに、施設の詳細設計に当たり必要となる調査及

び留意事項を抽出することを目的とする。 

 

1.3 受注者の責務 

受注者は契約の履行にあたり、業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸

基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。 

受注者は、屋外における業務に際しては使用人等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受注者の

行うべき地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行されるように、

管理及び監督しなければならない。 

 

1.4 法令等の遵守 

受注者は公正な業務執行に関して、関係法令を遵守するとともに、公序良俗に反する行為を行わな

いよう、関係者に周知徹底しなければならない。 

 

1.5 守秘義務 

本業務の遂行に際し知り得た情報は、いかなる第三者にも漏らしてはならない。ただし、本業務の遂

行に必要な場合で、かつ監督員の許可を得た場合はこの限りではない。 

 

1.6 中立性の保持 

受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

1.7 設計図書の点検 

受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は監督員に書面により報告し、その指示を

受けなければならない。 

設計図書の記述に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、

受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 
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1.8 必要資料の貸与 

監督員は、必要と認める資料を受注者に貸与する。受注者は貸与品の管理を適切に行い、使用後は速

やかに返却しなければならない。 

 

1.9 成果品の所有権 

本業務により完成した文書等については、局の所有物であることを確認する。 

 

1.10 費用の負担 

業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書及び設計書に明記のないものであっても、受注者の負

担とする。 

 

1.11 暴力団等の排除について 

受注者が、この契約の業務期間中に福山市上下水道局建設工事暴力団対策措置要鋼に基づく指名除

外等措置を受けたときは、契約を解除することがある。 

受注者は、指名除外等措置の期間中の者にこの契約の全部又は一部の委任（下請負）をさせ、若しく

は受託させてはならない。また、指名除外等措置の期間中の者を保証人としてはならない。また受注者

は、この契約の委任（下請負）若しくは受託をさせた者（以下「下請人等」という。）又は保証人が契

約業務期間中に指名除外等措置を受けた場合は、速やかに下請人等との契約の解除又は保証人の変更

をしなければならない。 

受注者は、この契約の履行にあたり暴力団等から不当介入を受けたときは、速やかにこの契約に係

る業務担当課へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等

が暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請人等に対し、速やかに業務担当課へ報告するとと

もに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

受注者は上記報告及び届出により、局が行う調査並びに警察が行う調査及び捜査に協力しなければ

ならない。 

発注者及び受注者は、暴力団等からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがある

ときは、双方協議の上、工程の調整、工期の延長等必要と認められる措置を講じるものとする。 

 

1.12 その他 

特に定めのない事項や詳細について疑義が生じた場合には、当該事項に関する説明書を監督員に提

出した上で協議し、その指示に従うこと。 

 

2 技術者の配置 

2.1 管理技術者 

(a) 受注者は、業務における管理技術者を定め、監督員に通知するものとする。  

(b) 管理技術者は、契約図書等に基づき業務の技術上の管理を行うものとする。  

(c) 管理技術者は、業務の履行に必要な知識と経験を有する者でなければならない。  
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(d) 管理技術者は、監督員が指示する関連業務等の受注者と十分に協議のうえ、相互に協力し、業務を

実施しなければならない。  

(e) 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

(f) 管理技術者は、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に規定する技術士（総合技術監理部門「上下

水道－上水道及び工業用水道」又は上下水道部門「上水道及び工業用水道」）の資格又はＲＣＣＭ

「上水道及び工業用水道」の資格を有する者を配置すること。 

 

2.2 照査技術者 

(a) 受注者は、設計業務等における照査技術者を定め監督員に通知するものとする。  

(b) 照査技術者は、業務の履行に必要な知識と経験を有する者でなければならない。  

(c) 照査技術者は、照査に関する事項を定めた照査計画を作成し業務計画書に記載しなければならな

い。  

(d) 照査技術者は、設計図書に定める又は監督員の指示する業務の節目毎にその結果の確認を行うと

ともに、照査技術者自身による照査を行わなければならない。  

(e) 照査技術者は、業務完了に伴って照査審査結果を照査報告書として取りまとめ、照査技術者の署名

捺印のうえ管理技術者に提出するものとする。 

(f) 照査技術者は、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に規定する技術士（総合技術監理部門「上下

水道－上水道及び工業用水道」又は上下水道部門「上水道及び工業用水道」）の資格又はＲＣＣＭ

「上水道及び工業用水道」の資格を有する者を配置すること。 

 

3 測量 

3.1 現地測量、縦断測量、横断測量、基準点測量、水準測量 

(a) 受注者は、測量を実施するため、公有地又は私有地に立入る場合は、あらかじめ監督員に報告し、

関係者と十分な協議を行い、委託業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 

(b) 受注者は、業務委託実施のため植物伐採等の撤去若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじ

め監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るも

のとする。なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は発注者が得るもの

とするが、監督員の指示がある場合には受注者はこれに協力しなければならない。 

(c) 受注者は、第三者の土地への立入りに当っては、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったと

きはこれを提示しなければならない。 

 

4 業務履行上の規定 

4.1 業務の着手 

受注者は、契約締結後速やかに業務に着手するものとする。この場合において着手とは、管理技術

者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。 

 

4.2 業務計画書 

受注者は、契約締結後着手前に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 



- 4 - 

 

業務計画書には、次の事項を記載するものとする。 

  ①業務概要 ②業務方針 ③業務実施工程 ④業務組織表 ⑤打合せ計画 ⑥成果品の品質を確

保するための計画 ⑦成果品の内容、部数 ⑧使用する主な図書及び基準 ⑨連絡体制（緊急時含

む） ⑩使用する主な機器 ⑪その他 

 

4.3 提出書類 

受注者は業務の着手から完了までに、契約約款に定めるもの及び、業務成果物の他、必要な書類を監

督員の指示に従い提出すること。 

 

4.4 テクリス 

受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100 万円以上の業務について、業務実績情報シ

ステム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作

成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員にメール送信し、調査職員の確認を受

けた上で、受注時は契約締結後、15 日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった

日から、15 日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後、15日（休日等を除く）以内に、訂正

時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示し

た技術者とする（担当技術者の登録は8 名までとする）。 

また、受注者は、契約時において、調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実

績情報を登録する際は、「低価格入札である」にチェックをしたうえで、「登録のための確認のお願

い」を作成し、調査職員の確認を受けること。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に調査職員にメール送信される。な

お、変更時と完了時の間が、15 日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略

できるものとする。また、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても同様に、テクリ

スから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければ

ならない。 

 

4.5 成果品の検査 

(a) 受注者は、業務完了時に発注者の成果品検査を受けなければならない。  

(b) 審査において訂正を指示された箇所はただちに訂正しなければならない。  

(c) 成果品の検査において、明らかに受注者の責めに伴う業務のかしが見受けられた場合は、受注者

は直ちに当該業務の修正を行わなければならない。  

(d) 検査期間として10日間を工期内に含んでいる。 

 

4.6 疑義の解釈 

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合、または本仕様書に定めのない場合は、発 

注者、受注者協議の上、これを定める。 
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4.7 準拠すべき図書 

使用する技術基準等に規定する図書は、以下の図書を標準とすること。また、公の団体の基準で一般

に認知されているものについては、出処を明らかにして使用することを妨げない。なお、年版のものは

最新版を使用すること。 

(a) 水道施設設計指針（日本水道協会） 

(b) 水道維持管理指針（日本水道協会） 

(c) 水道事業実務必携（全国簡易水道協会） 

(d) 水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会） 

(e) 水道施設設計業務委託標準仕様書（日本水道協会） 

(f) ダクタイル鋳鉄管便覧（日本ダクタイル鉄管協会） 

(g) 水道配水用ポリエチレン管及び管継手 設計マニュアル(配水用ポリエチレンパイプシステム協会） 

(h) 日本電機工業会（JEM）規格（日本電機工業会） 

(i) 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省） 

(j) 水理公式集（土木学会） 

(k) 設計業務等共通仕様書（広島県） 

(l) 測量業務共通仕様書（広島県） 

(m) 地質・土質調査業務共通仕様書（広島県） 

(n) 配水管設計基準（福山市上下水道局） 

(o) 加圧施設更新マニュアル（福山市上下水道局） 

※最新版を使用するものとする。 

 

5 業務内容 

5.1 業務概要 

本業務では早戸ポンプ所及び早戸調整池の更新のため、ポンプ施設、塩素注入施設、場内配管の基本

設計業務及び現地測量業務、縦断測量業務、横断測量業務、基準点測量業務及び水準測量業務を行う。

設計にあたっては、必要事項の確認又は検討を行い、その内容及び結果をそれぞれの事項ごとに共通

事項、土木施設、建築施設、機械設備、電気設備別に明確にまとめ、成果品を提出する。 

 

5.2 対象施設 

(a) 早戸ポンプ所 

既存施設能力  ：20,000m3/日 

ポンプ吐出量  ：5.0 m3/分（4 台） 

ポンプ全揚程  ：95 m 

電動機出力  ：132 kW（4 台） 

ポンプ台数  ：4 台（陸上）（内 1 台予備） 
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(b) 早戸調整池 

構造      ：RC 造 

有効容量    ：1,748m3 

HWL  ：+104.3 m 

LWL  ：+101.0 m 

   

5.3 早戸ポンプ所基本設計 

対象施設のポンプ所において、使用年数経過に伴う機械設備、電気設備、建屋、配管類等の更新の

基本設計を行う。 

建屋は既存施設を使用することを基本とするが、更新・切替に必要な仮設計画等において必要に

応じて改築、増築についても検討を行う。 

対象施設は現有施設内で稼働中であり、各種設備（ポンプ、電気盤など）・配管の切り替え、更新

方法並びに手順を十分検討した上で取りまとめること。 

 

5.3.1 基本条件の確認 

 対象施設の位置、計画水量、既存施設の状況などの更新設計に必要な基本諸元を整理し、施設能

力を決定する。 

 

5.3.2 配置計画検討 

 更新する各種設備（機械設備、電気設備など）は既存建屋内への配置を基本とするが、既存施設の

状況（既設配管及びポンプ設備等の配置状況など）から施工性、搬入経路、維持管理用スペースを考

慮して、最適配置の検討を行う。なお、既存建屋内及び対象施設の敷地内での更新・切替が難しい場

合は、既存建屋の増改築や周辺用地も含めた検討を行う。 

 

5.3.3 施設計画 

更新する各種設備及び建屋、配管類等の施設計画を行う。また、稼働中の施設内での施工及び更新と

なるため、既存施設の施設運用及び運転管理への影響を極力最小となる更新手順・施工方法を検討す

る。 

(a) 機械設備 

 機械設備は、設備負荷、予備機、経済性を考慮し、ポンプ設備及び次亜注入設備の容量検討及び機種

選定を行う。なお、各種設備更新に伴う吸込・吐出等の周辺配管及び受水槽の付帯配管等について、水

理計算による口径選定の検討を行う。 

 

(b) 電気、計装設備 

加圧ポンプ所への受電、動力設備等の電気設備及び流量計等の計装設備とし、計画給水量及びポン

プ仕様変更などから電気設備を検討し、ポンプ設備などの制御及び運転管理に必要となる計装設備の

検討を行う。 

（ア） ポンプ仕様変更による受電・動力・ポンプ制御設備の検討。 
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（イ） 流量計等の計装設備の検討。 

（ウ） ポンプ所から配水池間の制御線布設状況の調査及び検討。 

（エ） 電灯、照明設備の更新検討。 

 

(c) 土木 

 対象施設の送水管、受水管の更新について検討を行う。なお、周辺の埋設配管の移設が必要となる場

合は、併せて影響範囲内の移設も含めた検討を行う。また、弁類などは維持管理及び更新、切替に必要

となる場所に設置する。 

 

(d) 建築 

 建築物は、既設建屋内での更新を基本とするが、更新・切替手順に必要な仮設計画等に応じて改築、

増築についても検討を行う。 

 

5.3.4 水理検討 

 機械設備で採用した方式において、新設の送水管ルート及び送水管口径、施設の運用方法における

ポンプ揚程及び送水側のウォーターハンマーの検討を行う。検討結果から管路に不具合が生じる場合

は、その対策についても検討する。 

 

5.3.5 施工方法の検討 

(a) 工事施工方法の経済性、必要工期、施工の難易度等の比較検討 

(b) 次の計画の作成 

（ア）工事工程表 

（イ）搬出入計画（各施設、設備別の主要機器重量、寸法表を添付） 

（ウ）既存施設の更新を含む施工計画 

（エ）施設更新に係る仮設計画 

（オ）仮設・試運転・切り替え・通水計画（既存施設との接続方法を含む） 

 

5.3.6 基本設計図書の作成 

 上記の各種検討結果に基づき、基本設計報告書を作成する。 

 

5.4 早戸調整池基本設計 

対象施設の調整池において、場内配管の更新を目的に基本設計を行う。 

構造物は既存施設を使用することを基本とし、場内配管の切替に必要な仮設計画等の検討を行う。 

更新施工は現有施設が稼働中であり、早戸ポンプ所の更新基本設計の内容も考慮し、配管の切り替

え方法並びに手順を十分検討した上で取りまとめること。 

 

5.4.1 基本条件の確認 

 設計対象施設の位置、計画水量、運用水位、既存施設の状況などの基本設計に必要な基本諸元を
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整理し、施設能力を決定する。 

 

5.4.2 段階的水運用の検討 

 新設施設、既存施設の運用方法、切替手順、仮設備の必要性等を検討する。 

 

5.4.3 施工方法の検討 

(a) 工事施工方法の経済性、必要工期、施工の難易度等の比較検討 

(b) 次の計画の作成 

（ア）工事工程表 

（イ）搬出入計画（各施設、設備別の主要機器重量、寸法表を添付） 

（ウ）既存施設の更新を含む施工計画 

（エ）施設更新に係る仮設計画 

（オ）仮設・試運転・切り替え・通水計画（既存施設との接続方法を含む） 

 

5.4.4 基本設計図書の作成 

 上記の各種検討結果に基づき、基本設計報告書を作成する。 

 

5.5 更新内容 

(a) 早戸ポンプ所 

既設ポンプ 4 台→4 台（計画給水量 20,000 m3/日 → 18,000 m3/日） 

ポンプ設備主機・補機、電気設備（受変電設備、制御盤、計装設備、監視設備、照明設備） 

次亜注入設備、換気設備、場内配管 

 

5.6 測量内容 

5.6.1 現地測量・縦断測量・横断測量・4 級基準点測量・4級水準測量 

業務範囲は、設計業務及び水撃検討に必要なポンプ所及び調整池の平面図、立面図及びポン

プ所から調整池までの縦断図の作成である。 

(a) 早戸ポンプ所及び早戸調整池 

・現地測量 0.004 km2 

・縦断測量 1.69 km 

・横断測量 0.05 km 

・4 級基準点測量 3 点 

・4 級水準測量 0.6 km 

 

6 成果品 

成果品として求めるものは、水道施設設計業務委託標準仕様書 日本水道協会 「浄水場・ポンプ場

基本設計成果品一覧表」を標準とする。そのほか、監督員が必要と判断するものは協議の上、決定す

る。 
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提出する設計図面は Auto‐CAD 形式（DWG 形式）及び JW-CAD 形式（JWW 形式）及び SFC 形

式とする。なお、図面は電子媒体を提出するものとし、A1 サイズを基本とする。 

成果品は電子媒体（CD-R 等）で 2 部提出すること。 

各成果品の内容と製本の方法は、監督員と協議により、詳細を決定すること。 

全ての成果品の提出が確認された後、検査期間とする。 
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業 務 名

業務場所

図　　名

図面番号 01 縮　尺
A1：1/5,000

早戸ポンプ所及び早戸調整池更新基本設計業務委託

福山市赤坂町地内

位置図

福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月：2026年2月

A3：1/10,000

業務概要

更新基本設計業務

　早戸調整池　　有効容量　 　  1,748m3

早戸ポンプ所及び早戸調整池　位置図　　S=1/5,000

　早戸ポンプ所　計画給水量　18,000m3/日

測量業務

　縦断測量　　　　  L=1.69km
　現地測量　　　　  A=0.004km2

　横断測量　　　　　L=0.05km

　4級基準点測量　N=3点

　4級水準測量　 　L=0.6km

業務か所

早戸調整池

業務か所

早戸ポンプ所
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加圧ポンプ室

電気室 次亜注入機室

受水槽

コンクリート平板ブロック

コンクリート平板ブロック

引込柱コンクリート舗装
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業務場所

図　　名

図面番号 02 縮　尺
A1：1/150

早戸ポンプ所及び早戸調整池更新基本設計業務委託

福山市赤坂町地内

平面図

福 山 市 上 下 水 道 局

設計年月：2026年2月

A3：1/300

早戸ポンプ所　平面図　　S=1/150 早戸調整池　平面図　　S=1/150


